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曲に込めた。』

『

～１１月２５日 第６５回全日本合唱コンクール全国大会 職場部門で「金賞」を受賞した福島県庁混声合唱団「きびたき」～

大熊町の避難指示区域及び警戒区域
の見直しについて
原子力災害対策本部決定 （11月30日）

＜写真提供：福島民報社＞

警戒区域と避難指示区域の概念図
平成２４年１１月３０日現在
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見直し後の区域 行 政 区

避難指示解除
準備区域

中屋敷行政区の全ての区域

居住制限区域
大川原１行政区、大川原２行政区の全て
の区域

帰還困難区域 上記以外の行政区

■ ・年間積算線量が２０ミリシーベルト以下の地域
・通過交通や住民の一時帰宅、事業再開等が可能

■居住制限区域・年間積算線量が２０ミリシーベルトを超えるお
それのある地域
・通過交通や住民の一時帰宅、例外的な事業再開
等が可能

■帰還困難区域・年間積算線量が５０ミリシーベルト超の地域
・避難の徹底を求める一方、可能な限り住民の意
向に配慮した形で一時立入りを実施

避難指示解除
準備区域

政府原子力災害対策本部は１１月３０日、区域見直しの基
本的考え方を踏まえ、大熊町について、１２月１０日０時を
もって、陸域の警戒区域を解除するとともに、避難指示区域
を新たに避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難
区域に見直すことを決定しました。

大熊町

～原子力災害対策本部決定～（11月30日）

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/201211
30_01.html

（参考：新たな避難指示区域設定後の区域運用の整理の要点）


